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附
属
書
十
四－

Ａ

地
理
的
表
示
に
関
す
る
両
締
約
国
の
法
令

第
一
編

欧
州
連
合
の
法
令

二
千
十
四
年
二
月
二
十
六
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
五
一
・
二
〇
一
四
号
（
香
味
付
け
ぶ
ど

う
酒
産
品
の
定
義
、
説
明
、
提
示
、
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
及
び
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事

会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
一
六
〇
一
・
九
一
号
を
廃
止
す
る
も
の
）

二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
（
農
産
品
に

つ
い
て
の
市
場
の
共
通
体
系
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
九
二
二
・
七
二
号
、
閣
僚
理
事
会
規

則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
二
三
四
・
七
九
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
〇
三
七
・
二
〇
〇
一
号
及
び
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ

Ｃ
）
第
一
二
三
四
・
二
〇
〇
七
号
を
廃
止
す
る
も
の
）

二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産
品
及

び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）

二
千
八
年
一
月
十
五
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
一
〇
・
二
〇
〇
八
号
（
蒸
留
酒
飲
料
の
定

八
六
五
〇
二

財
務
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
事
業
税
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

八
六
五
〇
三

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
四

人
材
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
五

生
産
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
九

そ
の
他
の
経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス
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一
二
〇
〇

附
属
書
十
四－

Ｂ

地
理
的
表
示
の
表
（
注
）

注

地
理
的
表
示
が
「Szegedi

téliszalám
i
/
Szegedi

szalám
i

」
の
よ
う
に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
双
方
の
名
称
が
共
に
又
は
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
が

単
独
で
使
用
さ
れ
得
る
。

第
一
編

農
産
品
の
地
理
的
表
示

第
Ａ
節

欧
州
連
合
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
農
産
品
は
、
二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産

品
及
び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア保

護
さ
れ
る
名
称

日
本
語
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］

SteirischerK
ren

シ
ュ
タ
イ
リ
ッ
シ
ャ
ー
・
ク
レ
ン

果
実
、
野
菜
及
び
穀
物
（
生
鮮
の
も
の
又
は
加
工
し
た
も

の
）
［
西
洋
わ
さ
び
］

義
、
説
明
、
提
示
、
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
及
び
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ

Ｃ
）
第
一
五
七
六
・
八
九
号
を
廃
止
す
る
も
の
）

第
二
編

日
本
国
の
法
令

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
酒

類
の
地
理
的
表
示
に
関
す
る
表
示
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
国
税
庁
告
示
第
十
九
号
）

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
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